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2023 年度 群馬県大学生海外留学奨学金給付制度 募集要項 

 

公益財団法人 ぐんま赤尾奨学財団  

 

「国際社会に通用する人材の育成を図る」という財団の設立趣旨に基づき、自身の将来の夢や目的を実

現するために海外で知識や経験を身につけたいと希望する、群馬県内の大学および短期大学に在籍する

学生に対し、その海外留学費用の一部を給付します。なお、本奨学金は特別な場合を除いて返済の義務

はありません。 

 

対象となる 

留学・研修 

（1）一般留学 

海外の大学、短期大学又はこれに相当する教育機関

（以下これらすべてを総称して「海外の大学等」と呼

称する）において、正規の授業科目を履修することを

目的とする留学。志願者の在籍大学との間で締結した

交換留学協定に基づく単位取得のための交換留学を

含む。 

 

（2）研修留学 

海外の各種機関において実際的な技能、経験、知識を身

につけることを目的とする以下の留学。 

①語学研修 

外国の語学学校等における語学学習を目的とする留学。 

②専門技能研修 

専門学校や各種機関において、より高度な専門技能を習

得することを目的とする留学。 

③社会体験研修 

国際社会貢献を目的とするボランティア活動やインタ

ーンシップ研修等、社会体験研修を目的とする留学。 

※(1)一般留学、(2)研修留学、いずれの場合も授業や研修活動が日本語以外の言語で行われることと

します。 

留学期間 原則として 3 か月以上 1 年未満 原則として 3 週間以上 1 年未満 

募集人数           4 名           5 名 

留学奨学金 60 万円 30 万円 

留学奨学金

の給付時期 
原則として、留学出発月の前月 15 日までに給付します。 

応募資格 

 

（1）群馬県内の大学（4 年生まで）もしくは短期大学

に在籍する学生。ただし、留学終了時も在籍する者に

限る。 

（2）日本国籍ないし日本永住権を有する日本在住者。 

（3）応募時の年齢が満 30 歳未満の者。 

（4）2023 年 7 月 1 日から、2024 年 6 月 30 日までに

留学を開始する者。 

（5）留学先の国の言語に関して一定以上の実力を有

する者。語学検定等の証明書を提出すること。 

（6）受入先での活動に耐えうる心身共に健康な者。 

（7）留学終了後に規定の報告書類を提出できる者。 

 

（1）群馬県内の大学（4 年生まで）もしくは短期大学

に在籍する学生。ただし、留学終了時も在籍する者に限

る。 

（2）日本国籍ないし日本永住権を有する日本在住者。 

（3）応募時の年齢が満 30 歳未満の者。 

（4）2023 年 7 月 1 日から、2024 年 6 月 30 日までに留

学を開始する者。 

（5）留学先の国の言語に関して、留学により成果を期

待し得るに足る語学力を有する者。 

（6）受入先での活動に耐えうる心身共に健康な者。 

（7）留学終了後に規定の報告書類を提出できる者。 
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応募方法 
奨学金を希望する者は、当財団法人ホームページからリンクされている奨学金運営サイト「ガクシ

ー」上の応募フォームよりご応募ください。 

応募書類 

 

 

 

【一般留学・研修留学応募者共通書類】 

1. 奨学生願書は応募フォームへの入力による 

・添付写真は 6 か月以内に撮影した顔写真または上半身の写真 

・年齢は令和 5 年 4 月 1 日現在を記入 

2. 留学・研修計画書 

・留学・研修の目標、内容、計画を具体的に記入 

3. 自己推薦書 

・活動実績および活動予定（400～800 字程度） 

学業ならびに各種活動の実績、および今後の研修活動予定や将来の目標等について記述。 

別途、資料等があればアップロードにより添付すること。 

4. 学校推薦書 

・所定用紙を応募フォーム入力サイト内でダウンロードし、学部長、研究科長（担当教授を含む）等の推

薦を受けて、アップロードにより提出。 

5. 在学（在籍）証明書 

・在籍する大学・短期大学が発行したものをアップロードにより提出。 

6. 留学先受入承諾書 

・アップロードにより提出。なお応募締切日までに入手できない場合は、後日の提出も可としますが、原

則として、留学先受入承諾書を含む全ての応募書類を受け付けてからの奨学金給付となりますので、ご

注意ください。 

 

【一般留学応募者のみ必須書類】 

7. 成績証明書 

・在籍する大学・短期大学の発行する最新の成績証明書。但し、第 1 学年に在籍中で大学・短期大学の成

績証明書が入手できない場合は、在籍した高等学校の成績証明書をアップロードにより提出。 

8. 受入先で使用する言語の語学能力を証明する書類 

（例：英検、TOEIC、TOEFL 等の）成績証明書等をアップロードにより提出。 

 

応募締切日 

 

2023年 4月 19日（水）23：59 まで 

＊1 大学あたり 3 名以内の応募枠となりますので、応募者多数の場合は在籍する大学・短期大

学の留学奨学金ご担当窓口での学内選考を経たうえでの応募受付となります。 

 

留学終了後

の義務 

留学終了後 30 日以内に、以下の書類を提出してください。 

（1）留学報告書（所定用紙をダウンロード） 

（2）留学先が発行した成績証明書（出席証明書を含む） 

（3）航空運賃および留学先大学等の授業料の領収書等 
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選考方法 

当財団の選考委員会における一次選考（書類選考）の結果を 5 月 26 日（金）までに本人へ通知しま

す。一次選考通過者は、6 月 3 日（土）に二次選考（面接審査）を行い、6 月上旬に最終結果を本人

へ通知します 

その他 

（1）個人情報については厳正に管理し、奨学生の選考以外には使用いたしません。 

 (2) 書類は日本語または英語表記とし、それ以外の言語による場合には和訳文を添付してくださ

い。 

 (3) 選考審査終了後の選考経緯・理由についての問い合わせには一切応じないものとします。 

 (4) 本制度は学生の海外留学を費用の面で支援する制度であり、留学先の選定および決定、査証の

取得、渡航、留学期間中の生活、学習、研修、帰国等、留学に関するあらゆる実際的な手続きは、

すべて奨学生本人の責任に於いて行っていただくものとします。 

（5）次のような場合は奨励金を給付しないものとします（すでに給付されている場合には返還して

いただきます）。 

1．海外留学・研修を修了しなかった場合。 

2．海外留学・研修終了後、提出すべき報告書等を定められた期限までに財団に提出しなかっ

た場合。 

3. 傷痍疾病などのために成業の見込がなくなった場合。 

4. 反社会的行為や素行不良が認められた場合。 

5. 奨学金を必要としない理由が生じた場合。 

6. 在学学校で処分を受け学籍を失った場合。 

7．応募書類の記載事項に虚偽が発見された場合。 

8. 在籍校が留学先の国・地域の状況から安全な留学の実施が困難であると判断した場合。 

9. その他当財団が不適当とみなす事態が発生した場合。 

 (6) 本奨学金は、特別な場合を除いて返済の義務はありません。 

(7) 他の奨学金、助成金等を受給していても応募可能です。 

 

 

公益財団法人 ぐんま赤尾奨学財団ホームページ   

URL： http://www.gasf.or.jp/ 

E-mail： info@gasf.or.jp 

 

群馬県太田市新井町 514-14 

公益財団法人 ぐんま赤尾奨学財団事務局 
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